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[委員会意見] 

 

調査事件３ その他所管に関する事項について（新たなまちづくり法人 

      設立について） 

（平成 28年 8月 1日調査） 

 

 町では、新たなまちづくり法人設立に向けて地域おこし協力隊を中心に準

備会を設け取り組みを行っており、新たな設立法人の概要、運営骨子等の内

容を確認し、新たな設立法人がまちづくりの補完的な役割を担うことを期待

していることから、町の支援内容等を調査したものであり、その調査結果を

以下のとおり報告する。 

 

【調査の論点と意見】 

 

（１）指定管理受託の考え方について 

  新たに設立されるまちづくり法人は、町施設（温泉等）の維持管理を行う

指定管理を業務の柱としており、今回示された資料も指定管理の受託が前提

となっている。しかし、行政側からの説明では新法人への指定管理委託は確

約されたものではなく、仮に受託できなかった場合、法人の運営も困難にな

ることが予想されることから、法人の事業内容、公共施設の指定管理の委託

方法等についてさらなる検討が必要と思慮する。 

 

（２）協力隊員の１１月以降の対応について 

  新たな法人の設立については、１１月で任期を終える地域おこし協力隊員

が中心となって進めており、法人設立後は新たな法人の経営者の一人として

運営に携わる予定としている。また、法人設立は今年１１月 1日を目標とし

ているが、資料には仮に法人の設立が遅れても町の臨時職員として継続雇用

するとの記述があり、スケジュールの遅延を最初から容認しているとも受け

取られるため、町として支援の方向性（スタンス）を明確にしてもらいたい。 

 

（３）法人の設立方法について 

  新たな法人は民間主導（設立準備会）による一般社団法人とするとのこと

であるが、法人の主な収入源として公共施設の維持管理受託収入を見込んで

いることからも、民間から積み上げていくのではなく、行政による公共施設

の維持管理を行う組織等を立ち上げるなどして、そこに民間を取り入れなが

ら目指すべき法人へと展開することがより現実的と思われるので検討願いた

い。 

 

（４）町内賛同者（基金）へのアプローチについて 

  設立法人の運営に必要な資金（基金）が２，０００万円と試算されており、



そのうち２分の１を町が支援し、残りの２分の１は町内の賛同者から基金を

募集するとあるが、法人の設立目標を１１月１日としていることから、早急

に町内産業団体等へ事業説明をし協力を仰ぐ努力をすべきと思慮する。 

 

（５）総括意見 

  新たなまちづくり法人の設立は、町長の選挙公約であり、人口減少の現状

や人口ビジョンへの対応として人口の現状維持あるいは人口増を目指す大き

な政策の柱と考えますが、示された資料から設立準備会のこれまでの取組み

状況をみると、民間主導での理想的な体制のスタートは難しく、町長が考え

る新法人の在り方(体制・認識等)が十分共有されていない印象を受ける。 

新法人の趣旨（目的）は民間主導によるまちづくりであり、通常、法人設

立後に、自らの経営努力を重ねる中で町としてどの様な支援が出来るかの議

論をすべきものと考えるが、資料ではそれ以外の部分でも支援が必要との内

容、収支計画の算定根拠が明確でない等から委員会での調査にはさらに詳し

い資料が必要と考える。 

  以上から、委員会としては今回の内容で当該事件の調査を終了、了承する

ことはできず、引き続き調査を継続することとし、法人の設立目標を１１月

１日としていることから基金の予算計上前に調査を行うこととした。 


